
春日部市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例   

春日部市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１７年条例第２１１号）の一部を次の

ように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。 

改正後 改正前 

（政務活動費を充てることができる経費の範

囲） 

（政務活動費を充てることができる経費の範

囲） 

第５条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研

修、広報、広聴、要請、陳情、各種会議の開催

等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に

反映させる活動その他市民福祉の増進を図るた

めに必要な活動（次項において「政務活動」と

いう。）に要する経費に対して交付する。 

第５条 政務活動費は、会派が行う調査研究、要

請、陳情、会議の開催等市政の課題を把握し、

市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を

図るために必要な活動（次項において「政務活

動」という。）に要する経費に対して交付する。

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

 項目 内容   項目 内容  

 １ 調査研

究費 

会派が行う市政の調査研究に

必要な経費 

  １ 調査研

究費 

会派が市政の調査研究のため

に研修会に参加する経費及び

会派が行う市政の調査研究の

ための旅費 

 ２ 研修費 団体等が開催する研修会、意

見交換会等への参加に必要な

経費 

 ３ 広報費 会派が行う活動及び市政につ

いて市民に報告するために必

要な経費 

 ４ 広聴費 会派が行う市民からの市政及

び会派の活動に対する要望及

び意見の聴取、市民相談等に

必要な経費 

５ 要請・

陳情活動

費 

会派が行う要請及び陳情活動

に必要な経費 

２ 要請・

陳情活動

費 

会派が要請、陳情活動を行う

ために必要な経費 

６ 会議費 会派が開催する各種会議に必

要な経費

３ 資料作

成費

会派が行う活動に必要な印刷

物等の作成費

 ７ 資料作

成費

会派が行う活動に必要な資料

の作成に要する経費

  ４ 資料購

入費

会派が行う活動に必要な新

聞、雑誌、図書等の購入費

８ 資料購

入費

会派が行う活動に必要な図

書、資料等の購入に要する経

費

５ 会議費 会派が開催する会議に必要な

会場借上料、食糧費、車借上

料、速記料等

９ 事務費 会派が行う活動に必要な備品

及び消耗品の購入、情報通信

６ 事務費 会派が行う活動に必要な備品

費、消耗品費、通信費等



 等に要する経費

(2) 別記様式別紙を次のように改める。



別記様式（第７条関係）

別紙

年度政務活動費収支報告書 

（会派名）           

１ 収 入 

  政務活動費        円 

２ 支 出 

（単位：円）

項  目 金     額 備       考 

調 査 研 究 費

研 修 費

広 報 費

広 聴 費

要請・陳情活動費

会 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

事 務 費

合 計

３ 残 額        円 

 (注) 備考欄には、主たる支出の内訳を記載する。 



附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後の春日部市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、同日前に交付された政務活動費に

ついては、なお従前の例による。


